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介護事業者への労働基準関係法令の周知徹底について  

厚生労働省労働基準局  

○ 介護労働者に係る労働時間、割増賃金、最低賃金等の労働基準関係法令の   

遵守については、特に、訪問介護労働者に係る移動時問の取扱い等に関し平   

成16年に労働基準局から発出された「訪問介護労働者の法定労働条件の確   

保について」の通達を中心として、これまでもその周知徹底をお願いしてき   

たところです。  

○ しかしながら、全国の労働基準監督機関において、平成19年に介護事業   

者を含む社会福祉施設3，075事業場に対して監督指導を実施したところ、   

このうち2，307事業場において何らかの労働基準関係法令違反が認めら   

れ、違反率は75．0％（全業種の違反率67．9％）でした。特に労働時   

間、割増賃金、就業規則に関する違反率が高く、依然として労働基準関係法   

令の遵守について問題がある事業者が多くみられます。  

○ 法定労働条件の確保は、介護労働者の処遇改善の前提となるものであり、   

安定的な事業運営や人材確保の観点からも重要な課題です。  

平成21年度介護報酬改定については、特に介護従事者の処遇改善に資す   

るものとなるよう実施されるところであると承知しており、この機会に改め   

て法定労働条件の確保について、周知徹底をお願いします。  

○ 周知徹底に際し、各都道府県等で開催する事業者等に対する介護保険関係   

会議等において、都道府県労働局に働きかけ労働局の担当官から労働基準関   

係法令の遵守のための説明を行う時間等を設けること等により効率よく周   

知を図ることも有効ですので、積極的な取組をお願いします。  

なお、法令遵守に係る説明等の協力については、都道府県労働局にもすで   

に指示しているところです。  

○ また、今後、都道府県労働局から、労働基準関係法令の内容に係るパンフ   

レット等の資料について、随時情報提供がなされる予定でするので、これも   

活用し、事業者における法定労働条件の確保についての周知徹底をお願いし   

ます。  

－251－－   



労働条件の明示について   

使用者は、労働契約の締結に際し、訪問介護労働者に対して、賃金、労働時間その  
他の労働条件を明示しなければなりません。（労働基準法第15粂）   
なお、次の事項の明示方法については、特に留意する必要があります。  

ア 労働契約の期間に関する事項  
イ 就業の場所及び従事すべき業務、労働日（休日以外の日）並びにその始業及び終  

業の時刻、休憩時間に関する事項  

ア彗  
■牒嘲条件明示の際の「労働契約の期間」の明示方法  

「労働契約の期間」に関する事項については、  

①労働契約の期問の定めの有無  
⑨期間の定めのある労働契約の場合はその期間（ミき‥）  
を、明確に定めること。  

※ 期間の定めのある労働契約（「有期労働契約」ともいいます。）を締結する場合は、「有期労働契   

約の締結、更新及び雇止めに関する基準」（平成15年厚生労働省告示第357号）の定めるところに   

より行ってください白  

O「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」とは  

有期労働契約については、契約更新の繰り返しにより、一定期間雇用を継続したにも  
かかわらず、突然、契約更新をせずに期間満了をもって退職させるなどの、いわゆる  

「雇止め」をめぐるトラブルが大きな問題となっています。本基準はこのようなトラブ  

ルの防止を図るために使用者が講ずるべき措置について定めたものです。   

博労働条件明示の際の「就業の場所及び従事すべき業務等」の明示方法   

非定型的パートタイムヘルパー（通達記1（2）⑨参照。）のように、所定労働時  

間が、一定期間ごとに作成される勤務表により特定される場合など、以‾Fの①から  

③について、労働条件明示の際に明示すべき事項が膨大となる場合。  

、
■
■
■
－
【
！
 
 

［慧  

就業の場所及び従事すべき業務  
労働日（休日以外の日）並びにそ  

の始業及び終業の時刻  
休憩時問   

1．①～③に関する考え方を示した上モ 
2．就貴規則上の関係条項名、労働契約締  

結時点での勤務表  
について、書面の交付により明示すること。   

（う厚生労働省労働基準局  

都道府県労働局 労働基準監督署  

なお、労働条件明示のためのモデル株式として、労働条件通知書がパンフレット  

13頁に示されておりますので、参考にしてください。  

麗窟一ニー、一畏れ■∵∵ 宣㍉㍉もー声麺ぎ靂箋 ・・一・ 
÷＿←竜一通航▼ニノーり ≠女竜一芸稲巴品∴  ーユ匂■一声議ま鮎ニ・、A   れ ∵→一計聖i」二i■二：芸i  慕こ‡責f－ 一  



11Ql言方間介護の業捌こ従事しノた時間に対して支払う賃金辞と、移動時闇に対して支払う賃金額   
は、異なってもよいですか。  

㌻ Al 訪問介護の業務に直接従事する時間と、それ以外の業務に従事する時間の賃金水準につい  
IL 妄芳志雷雲若君警孟諾吉光、莞票㌶㌣ば＼剰吏の話し合川こよって決定す鳶ことは差し  

月   労働時間及びその把握について   

訪問介護の業務に直接従事する時間だけでなく、移動時閤、業務報告書等の作成  

時間、待機時聞及び研修時間についても、次のような場合には労働時間に該当し、  

使用者ほ適正にこれを把捉する必要があります。  

齢啓業務報告書等の作成時閉   

業務報告書琴を作成する時間については、その件成が潮碑制度や業務規定等に   
より業務上義務づけられているものであって、し便病者軍手鞭嘩督に基づき、事業場や   
利用者宅等において作成している場合には、労働暗闇に該当します。  齢韓移動時間  

移動時間とは、事業場、集合  
壊乱私用春名の相互間を移動  
す常時問華やい、この移動時同  
についモは、使用者が農務に従  

事するた樹こ単票な務動を命じ、  

②移動時間  
介護サービス   

利用者  

「Aさん宅」  

介護サービス  

如  利用者  

、「Bさん宅」   

当該時間の自  利用が労働者に  
①通勤時間  

ぜ移動時間  
保障されて  ＼と帯められる  

時軌こ該当しま  ㊥通勤時間  場合にぼ、  （亘移動時間  

す。なお、う畠軌時蘭（産の例で  

は（D）はここでいう移動時闇に  

該当しません。  

も   

①通勤時間  
［麺画画解ユ∴身鯛′ニ恥▼山hふて認［亘逐二重］  

l報労働時間の把握  

労働時間（休憩時聞を除く。）  

事業場○ノで勤鞠   ）こ√ノ 串宅へ  
′一  直帰   

ビス終了時刻までの時間のうち  このケースでは、Aさん宅での介護サーピ  
休憩時閤を除いたものが労働時間となります。  

ト叫労働時間－  

ら、Bさん宅での介護サー   

仁労働時間【→l   当社A事業場では、過去3ケ月間にわたり移動時問を把握した結果、特別の事情がない隈り、  
1回当たりの移動時間が15分を上回らないことが判明しましたF そこで、A事業場においては、  
移動時間を15分と定め、移動1回当たリ15分に相当する賃金を支払うこととし、15分を超えた  
場合には、超過した時間分の賃金を追加Lて支払うことを検討していますが、可能ですか山  

Aさん宰で  

介護サービス  
Bニ′、ノー亡し  

分三重’ナー⊂フ  

早さん宅での介護サビス建供時間、巳さん宅への移動時聞及びBさん宅での介課サービス提供時間が労働  A2 移動時間を含め労働時間を適切に管理することは使用者の責務であり、移動に要した時間を  

確認し、記録する必要があります。移動に係る賃金は、このようにして把握した労働時間に基  

づき算定するのが基本となります。  

ご質問のように、事預処理の簡素化のため移動に係る賃金を定額制とすることば、実労働時   

間に基づき支払うぺき賃金が定額を超える場合に超過分を支払うのであれば、労働者に不利益  

とはなりませんので、可能と考えられます。この場合、雇入通知書や就業規則でその旨を明示  

する必要があります。なお、定額制をとりいれても労働時間の把握は必要であるとともに、超  

過分を支払わないことは賃金の一部不払となることに留意してください。   

このケスでは 
時間となります〇移動時間はBさん宅への移動に要した時間であり、それ以外の「空き時間」については、その時閤には労務に  
服する必要がなく、労働者に自由利用が保障されている根り、労働時間として取り梯う必要はありません（Aさん宅での介護サー  
ヒス終了時刻からBさん宅での介護サービス開始時刻までの時間すべてを労働時間として取り扱う必要はありません。）。  

ト労働時間」  

Aさん宅で  
介≡彗サ【ヒス  与瀞  

筍  

このケ▼スでは、Aさん宅での介護サービス提供時間のみか剰動時間となりますし  



陵支払う賃金と最低賃金額との比較方法  

休業手当について  
臥週、  

における所定労  

月によっ  ＜日、遇、月によって所  
て定めら ÷ 革労働時間鱒聖宰な至撃 ●  

時間によって  

定められた賃 ＋  

金（時間給）   

合には、それぞれ1週間  
4週間又は1年間の平均  
所定労働時間数＞  

れた賃金  
使用者の責に帰すべき事由により、訪問介護労働者を休業させた場合には、使用者  

は休業手当として平均貸金の100分の60以上の手当を支払わなければなりません。  

（労働基準法第26粂）  

「 ○利用者からの介護サービスのキャンセル。  

○利用者からの介護サービスの日程変更。   
Etc・・・  

労働者の休業   ァ 短期間の労働契約を繰り返し更新している訪問介護労働者であっても、雇入れの   
日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8剖以上出動した場合は、年次有   

給休暇を与えなければなりません。（労働基準法第39粂）  

イ 所定労働日数が少ない労働者に対しても、所定労働日数に応じた年次有給休暇を   
付与しなければなりません。  

休 業 手 当  

平均貸金の100分の60以  

上の手当の支払  

使用者の責に帰すべき事由  
に該当する場合  

Ⅵ・レ．も二上．】二ム二適こかユ山」湖上こ：鎚ユ・ij慮i・J上▲し⊂ゝニー籠・T⊥こ  

賃金の算定について  

膨年次有給休暇の付与の要件  

ア 賃金を睾愛する場合には、訪爾介意の革新こ直叢従事する時間のみならず、それ  
以外申移動時廟等め労働時間も速算した時■間数に応じた算定を行う必要があります0  

イ 支払う貸金iまいかなる場如こも革陛賞金額を下回ってはなりません。   

（最低資金法事4条）  

＋
例
え
ば
・
 
 

l療賃金の算定の基となる労働時間  

※ r継続勤務」とは在籍期間を意味し、継続勤務かどうかについては、勤務の実態に即し実質的  

に判断すべきものです。  

膵薩所定労働日数が少ない労働者に対する年次有給休暇の付与日数（比例付与）   

所定労働日数が少ない訪問介護労働者に対して付与される年次有給休暇日数は、次頁のと  
ぉり、椋則として基準日において予定されている今後1年間の所定労働日数に応じた日数で  

す。  

通達の配2（2）の移  
動時間、業務報告書  
等の作成時間、待機  
時臥研修時間など  
左記脳外の簑掛こ従  
事する時間  

訪問介護の業  

務に直接従垂 鋒  

する時間  

この労働時間数に応じ賃金を算定  

＿ ・主  ′   ▲「＿ ヽ，－．iニ「た★ふ 一▲ご■一       一一－ ‾や去－ピ・jp一－■蝕壱絆・一、‾｛－  



ヨ、ゴ〟   

なお、予定さ：江ている所定労働日故を算■r七L堆い場合には、恥華日直前の実績を考慮して  

所宅労鰍日数を算出すろこととして毒しまえネりませ∴二 しノ1二がって、この場合には、雇入  

れの日から起算して6か月祥過後に付与きれる年次有給休暇の日数について、過去6か月の  

労働日数の莫緯を2倍Lたものを「1年間の所定労働日数」とみなLて判断して差L支えあ  

りません 

○年次有給休暇の比例付与日数  

＿…＿＿J  
⊂）短時間労働毒とは  

「樽時間労働者」とは1週間の所定労働時間が同一の事業場に雇用される通常の労働  

者のト週間の所定労働時間に比し堰い労働者のことをいいます（短時間労働者の雇用管  

理の改善等に関する法律第2条）。  
なお、訪問介護事業においては、個々の利用者からの訪問介護の申込に応じ、月、過  

又は日の所定労働時間が月ごと等の勤務表により非定型的に特定される訪問介護労働者  
がいますが、一般的に所定労働時間が通常の労働者に比し短いたれ その多くは智略間  

労働者と考えられます〔  

漂品芸i  讐品墓モ童≡軍冨冨≡蓋震≡ 
か  

6  

雇入れの白から起算した継続勤務期間の    m   区分に応ずる年次有給休暇の日数          6    12 年年 6   3 年 6  4 年 6  5 年 6  旧 捌   

められている場合）  月    か か 月 月   か 月  か 月  か描 上目 上   
；30時間以上  川  

5日以上   10 日  口 日  

臣  
30  J  

時  8   

閤  
H   3日  121日から16引］まで  5   6   6   8   9   1口      】日  軋 4 日  日 4 日  日日 5】6 日日  

2日  73E】から120日まで  3 日      6 7 日宣日  

23 日日  

Ⅵ上 労働者名簿、賃金台帳の調製及びその保存について   

労働者名簿及び賃金台帳については、適正に調製の上3年間保存しなければなりま  

せん。（労働基準法第107、108及び109条）  

労
働
者
名
簿
 
 

○ 記載事項   

労働者の氏名、雇入れの年月日   
退職の年月日及ひその事由等  就業規則の作成及び周知について   ＜保存風間の担算日＞  

○ 顛軌奏者薄暗導   
い膏ぼ拗着め漣   

職等の日  
○ 賃金語順につい   

ては∴褒後の記入   

をした8  

賃  

金  
ム  【コ  

帳  

⊂）記載事項   

労働者の氏名、賃金計算期間、   

労働日数、労働時間数、時間外   

労働時間数、基本給、手当その   

他賃金の種笑車ごとにその額等  

常時ゆ本碗土¢労詞者を磯用する御者は、就業規則を作成し所轄労働基準監督  

署長に届瀬蘭凄ければなりません。（労働基準法第89粂）   

また、就業規則は労働者に周知しなければなりません。（労働基準法第106条）   

短時間労働者である訪問介護労働者についても、就業規則の作成要件である「常時10人以  

上の労働者」に含まれますし   

また、就業規則については、常時事業場内の各作業場ごとに掲示し、又は備え付ける等の  

方法により労働者に周知する必要があります なお、事業場等に赴く機会の少ない訪問介護  

労働者に対する聞知については、書面を交付することによる方法を講ずることが望ましいで  

しょう  

Ⅴ』r  安全衛生の確保について  

ア 訪問介護労働者の雇入れ時などには、安全衛生教育を実施しなければなりません。   

（労働安全衛生法第59粂）   



イ 訪問介護労働者に対し雇入れ時及び1年以内ごとに1回健康診断を実施しなけれ   

ばなりません。（労働安全衛生法第66条）  

り 事業場の親模に応じた安全衛生管理体制を確立しなければなりません。   

（労働安全衛生法第12条等）  

」  

○短時間労働者は健康診断を実施しなければならないか。  

「短時間労働者」であっても、（i〕期間の定めのない労働契約によl）僅用されるもの  

（期間の定めのある労働契約により使用されるものであって、当該契約期間が1年以上  

であるもの並びに契約の更新により1年以上使用されることが予定されている者及び当  

該契約の更新により1年以上引き続き使用されている者を含む。）であって、②その者  

の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週  

間の所定労働時間数の4分の3以上であるものは労働安全衛生法に定める健康診断を実  

施しなければなりません。  
なお、所定労働時間数が4分の3未満であっても、訪問介護労働者の清潔の保持及び  

健廉状態について必要な管理を行う執点からも健康診断を実施することが望まLいでし  

ょう。  

齢醇安全衛生教育   

労働者に対して、雇入れ時及び作業内容変更時の安全衛生教育を実施しかナればなりませ  

ん。   

特に、訪問介護労働者に対する安全衛生教育の実施に当たっては、訪問介護関係業務の実  
態を踏まえて 、腰痛をはじめとした当該業務に関連して発生するおそれのある疾病の原因及  
び予防、交通災害の防止に関する項目等を盛り込むよう配意することが望ましいでしょう。  

（参考）  

・交通労働災害防止のためのガイドライン（平成20年4月3日付け基発案0403001号）   

・職場における腰痛予防対策指針（平成6年9月6日付け基発第547号）  

l報健康診断  

「常時使用する労働者」に対して、雇入れ時及び1年以内ごとに1回（深夜業等の特定業  
務に常時従事する労働者については6か目以内ごとに1回〕、定期に健康診断を実施しなけ  
ればなりません。   

なお、健靡診断の実施は法で定められたものである以上、その実施に要した費用を労働者  

に負担させることばできません。  

牒安全衛生管理体制の確立   

労働安全衛生法の定めるところにより、下欄のとおり事業場規模に応じて衛生管理者、衛  

生推進者、産業医を選任するとともに、衛生委員会を設置し、労働者の健康障害の防止に関  
する対策を検討するなど安全衛生管理体制を確立しなければなりません。  

○衛生管理者等の選任・設置が必要な事業場の規模（「訪問介護事業（日本  

標準産業分類8544）」  

F；や、 労働保険の手続について   
‘－】川ニ＝■棚㌣極鋏療汁  、1  

使用者は、訪問介護労働者を含め労働者を一人でも雇っていれば、労働保険の手続  

を行わなければなりません。   

労働保険とは労働者災害補償保険（一般に「労災保険」といいます。）と雇用保険の給称  

です。訪問介護労働者を含め労働者を一人でも雇っていれば、その事業場は労働保険の適用  

事業場となりますので、労働保険料を納付する必要があります。  

労災保険とは   雇用保険とは   

労災保険とは、労働者が業務上の事由  

または通勤により負傷等を被った場合等  

に、被災した当該労働者や遺族を保護す  

るため必要な保険給付等を行うものです．ニ  

（労働者災害補償保険法第1条）  

く労災保険の対象となる労働者＞   

労働契約の期間や労働時間の長短にか  

かわらず、全ての労働者が対象となりま  

す。  

雇用保険とは、労働者が失業した場合及び労  

働者について雇用の継続が困難となる事由が生  
じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図  

るとともに、再就職を促進するために必要な給  

付等を行うものです。  

（雇用保険法第1条）   

＜雇用保険の対象となる労働者＞   

1週間の所定労働時間が事業場の通常の労働者の1週間  
の所定労働時間と同様の労働者については、原則として、  
労働契約の期間にかかわらず、対象となります．っ   

また、真夏時間就労者（1週間の所定労働時間が事業場の  
通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、  
40時間未満のもの）については、次のいずれにも該当する  
場合に対象となります。   

ア 1週間の所定労働時間が20時間以上であること   
イ 反復して就労（具体的には、1年以上引き続き雇用  

されることが見込まれる場合）する着であること  

衛生管理者の選任   労働者数50人以上の事業場   

衛生推進者の選任   労働者数10人以上49人以下の事業場   

産業医の選任   労働者数50人以上の事業場   

衛生委員会の設置   労働者数50人以上の事業場   

洋 上欄で示Lた労働者敷は、常時使用する労働者数であり、紫忙期などにおいて臨時に雇   
い入れる労働者ほ含みませんが、短時間労働者であっても常時使閂する場合には、労働者   

数に含みますゥ  

i O 
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介護保険事業所指定等手数料調査の結果について  
平成20年6月1日現在  
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県 名  施    設  居  宅  介護予防  居宅介護   施    設  居  宅  介践予防  居宅介憤   施    設  居  宅  介憧予防  居宅介護  

老  健 持  養  痛星型  
サ【ヒス  サービス   支   

援  毛  健 特  葺   環雲型   
サービス  サービス  支   

援  老  鹿 持  碁   療養型   
サービス  サービス  支  援   

北海道  69，300  37200  

青森県  63．000  33，000  

岩手県  63．000  3300（〉  

宮城県  63．000  33000  

秋田県  63・000  33．000  

山形県  63．000  33．000  

福島県  63．000  33．000  

茨城県  68．000  34，000  

栃木県  63．000  33，000  

群馬県  64．000  34，000  

埼玉県  阻000 34．000  

千葉県  63．000  33．000  

東京都  63000  33．000 

神奈川県  63．000  33．000  

山梨県  63．000  33．000  

長野県  63．000  33、000  

新潟県  62．200  42．200  42．200  Z4，7（）0  24．700  24700  】0．30010．300   10．300  8．700   臥700   8．700  32．200   22・600  

富山県  63．000  33．000  

石川県  63．000  33．000  

福井県  63．000  33．000  

静岡県  63．000  33．000  

愛知県  67000  35．000  

岐阜県  63誹0 33．000  

三重県  63，000  3こI．000  

滋賀県  63．000  31．000  

京都府  63．000  33．000  

大阪府  63，000  3：！．000  

兵庫県  63，000  33．000  

奈良県  63・000 301000   33．000  30，000   30．000   30．000  24．000  11．000  13．000  11．000  ‖．000  11，000  33．000  18，000  

和歌山県  63・000  17，000  33．000  

岡山県  64．000  33．000  

広島県  63．000  30．000   30．000   20，000  10．000   20．000  33．000  15．000  15．000  10．000  ト0．000   】0．000  33．000  15，000  

鳥取県  63．000  33．000  

島根県  63．000  33．000  

山口県  83．000  33，000  

徳島県  63．000  33．000  

香川県  63．000   ヰ3000   43，000  20．000  10000  ZO，000  33．000  33．000   33．000   10．000  10．（旧0  10．000  33．000  33．000  

愛媛県  63，000  33．000  

高知県  63・000  用．000  】8．000  】8000  11．000   柑．00t〕  9000   9000   9，00（）  g．000  g．000  9．000  33．000  

福岡県  63・000  40．000   40．000   30，000   30．000   30．000  33，000  25000  25，000  20・000≡ ZO・000   20．000  33．000  25，000  

佐賀県  63000  3t．000   こ‖000   15．000  15．000  15．000  21，000  21．000  21．000  9．000 9．000   9．000  33．000  

長崎県  63．000  63．000   36．000   15，000   5．000   15．000  17000⊇17，00017，000    10．000  3．000  10．000  33．000  14，000  

熊本県  63．000  42．000  4乙DOO  15．000  15000   15000  28．000   28．000   2B．000  10．000  10．000  10．000  33，000  

大分県  6こI．000   30．000   20．DOO  15．000   5000   15000  】5．000  15．000   】0．000  9．000  3．000  9．000  33000  

宮崎県（※）  63．000 30．000   30．000  1且皿10．000   15．000  15．000  15．000  15．000   ユ」丘【追  5000  7．500  33．000  

鹿児島県  63000  200（）0   2（）．900   20．000   4．000   20．000  10000  1000（）  10000  10，000   2，00（〉   10，000  33．000  

沖縄県  631000  41000  30）00  ZO．000   5．000   20000  171000 17・00017・000    9．000  3．000  9．000  33．000  

※吉崎県について■・・特定施設入居者生活介護の指定30000円、更新15000円  

ー257－－   




